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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像し、画像データを生成する撮像部と、
　前記画像データを所定の宛先に送信する送信装置と着脱自在に接続する接続部と、
　自装置に接続された前記送信装置を制御する送信装置制御部と、
　情報を表示する表示部と、
　自装置に前記送信装置が接続されていない場合は、画像データの処理および／または撮
像に関する項目を有する第１メニュー画面を表示し、自装置に前記送信装置が接続されて
いる場合は、前記画像データの処理および／または撮像に関する項目に前記送信装置の制
御に関する項目を加えた第２メニュー画面を表示するように制御信号を出力する表示制御
部と、
　自装置に前記送信装置が接続された場合に、第２メニュー画面を表示するとき、前記送
信装置の制御に関する項目上に項目選択用のカーソルまたはポインタを配置するカーソル
制御部と、
　を具備することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
自装置に前記送信装置が接続された場合に、第２メニュー画面を表示するとき、前記送信
装置の制御に関する項目が選択された状態にする項目選択制御部を具備することを特徴と
する請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
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　送信されるべき画像データは、前記撮像部が生成した画像データを縮小および／または
圧縮した画像データであることを特徴とする請求項１と２の何れか１つに記載の撮像装置
。
【請求項４】
　前記送信装置を制御するモードに入る場合に、前記送信装置の電源をオン状態にし、前
記送信装置を制御するモードから出る場合に、前記送信装置の電源をオフ状態にする電源
制御部を具備することを特徴とする請求項１～３の何れか１つに記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記画像データについて送信すべき宛先を示す画像・宛先対応データを生成する対応デ
ータ生成部を具備することを特徴とする請求項１～４の何れか１つに記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記送信装置は、ワイヤレス通信カード用のスロットを有し、前記ワイヤレス通信カー
ドを介して通信を行うことを特徴とする請求項１～５の何れか１つに記載の撮像装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体を撮像するディジタルスチルカメラ（ＤＳＣ）などの撮像装置に関し
、特に、送信装置と着脱自在に接続して画像データを所定の宛先に送信する撮像装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＤＳＣ等の撮像装置が普及している。また、撮像装置に送信装置を着脱自在に接
続し、撮像装置で撮像した画像データを所定の宛先に送信することも行われている。
【０００３】
　このような従来の撮像装置として、通信装置（送信装置）から動作状態を受信し、この
動作状態を表示するものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、従来の制御装置として、装置本体に接続される通信モデムに通信プログラムを予
め記憶させたプログラムメモリを内蔵させ、通信選択メニュー画面において「Ｏｐｔｉｏ
ｎ」を選択すると、接続中の通信モデムに内蔵された通信プログラムが読み出されて本体
側制御部および通信モデム内の通信回路ユニットにおける動作が、対応通信先の通信プロ
トコルに従って制御されるものもある（例えば、特許文献２参照）。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した技術によれば、送信装置が接続されているか否かに応じて撮像
装置のメニュー項目を変更しないため、送信装置が接続されているか否かに応じた適切な
メニュー表示ができず、利便性が低くなるという問題点があった。
【０００６】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであって、送信装置が接続されているか否かに応じ
た適切なメニュー表示を行い、利便性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、この発明の撮像装置は、被写体を撮像し、画像データを
生成する撮像部と、前記画像データを所定の宛先に送信する送信装置と着脱自在に接続す
る接続部と、撮像装置に接続された前記送信装置を制御する送信装置制御部と、情報を表
示する表示部と、撮像装置に前記送信装置が接続されていない場合は、画像データの処理
および／または撮像に関する項目を有するメニュー画面を表示し、撮像装置に前記送信装
置が接続されている場合は、前記画像データの処理および／または撮像に関する項目に前
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記送信装置の制御に関する項目を加えたメニュー画面を表示するように制御信号を出力す
る表示制御部と、撮像装置に前記送信装置が接続された場合に、メニュー画面を表示する
とき、前記送信装置の制御に関する項目上に項目選択用のカーソルまたはポインタを配置
するカーソル制御部とを具備することを特徴とする。
【０００８】
　これにより、送信装置が接続されているか否かに応じた適切なメニュー表示を行うこと
ができるため、利便性を向上させることができる。
【発明の効果】
【０００９】
　以上のように、本発明によれば、送信装置が接続されているか否かに応じた適切なメニ
ュー表示を行うことができるため、利便性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下に、本発明の実施の形態を、添付の図面を参照して詳細に説明する。なお、この実
施の形態によってこの発明が限定されるものではない。
【００１１】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る撮像装置１００の概略構成を示す図である。撮像
装置１００は、送信装置１０２と着脱自在に接続して、撮像装置１００で撮像した画像デ
ータを所定の宛先に送信するものである。
【００１２】
　撮像装置１００は、入力受付部１０４と、撮像部１０６と、送信装置制御部１０８と、
接続部１１０と、表示制御部１１２と、表示部１１４と、を備える。
 
【００１３】
　入力受付部１０４は、撮像部１０６と、送信装置制御部１０８と、表示制御部１１２の
いずれかを操作する操作命令の入力を受け付ける。
【００１４】
　撮像部１０６は、入力受付部１０４で受け付けた操作命令に従って被写体を撮像し、画
像データを生成するとともに、画像データを格納する。
【００１５】
　送信装置制御部１０８は、接続部１１０によって撮像装置１００に接続された送信装置
１０２を、入力受付部１０４で受け付けた操作命令に従って制御する。送信装置制御部１
０８は、送信装置１０２を制御して、撮像部１０６で格納した画像データの送信、画像デ
ータを送信する宛先の選択、画像データを送信した履歴の情報である送信履歴データの取
得、送信装置１０２で格納されているデータや、送信装置１０２で格納されているプログ
ラムの更新などの処理を行う。
【００１６】
　接続部１１０は、撮像部１０６で撮像した画像データを所定の宛先に送信する送信装置
１０２と着脱自在に接続する。接続方法は、特に限定されない。例えば、送信装置１０２
または撮像装置１００の一方にツメ部を設け、他方に切欠部を設けてこれらを係合させる
ことによって、送信装置１０２を撮像装置１００に固定してもよい。また、ネジによって
送信装置１０２を撮像装置１００に固定してもよい。
【００１７】
　表示制御部１１２は、接続部１１０に送信装置１０２に接続されているか否かを判定し
、判定に基づいて、表示部１１４の表示を制御する。つまり、ユーザーからの操作に応じ
て、入力受付部１０４が受け付けた操作命令によってメニュー表示が選択され、かつ、撮
像装置１００に送信装置１０２が接続されていない場合には、表示部１１４に、画像デー
タの処理および／または撮像に関する項目を有する第１メニュー画面を表示する。また、
ユーザーからの操作に応じて、入力受付部１０４が受け付けた操作命令によってメニュー



(4) JP 4321176 B2 2009.8.26

10

20

30

40

50

表示が選択され、かつ、撮像装置１００に送信装置１０２が接続された場合には、画像デ
ータの処理および／または撮像に関する項目に送信装置１０２の制御に関する項目を加え
た第２メニュー画面を表示するように制御する。
【００１８】
　また、表示制御部１１２は入力受付部１０４で受け付けた操作命令に従って、第１メニ
ュー画面や第２メニュー画面の項目の中から所望の項目を選択する。
【００１９】
　表示部１１４は、表示制御部１１２による制御に基づいて、情報を表示する。表示部１
１４は、液晶モニタなどの表示装置を有し、撮像部１０６が生成した画像データや撮像装
置１００および送信装置１０２を操作するための第１メニュー画面や第２メニュー画面の
情報を含めた情報を表示する。
【００２０】
　送信装置１０２は、インターネットなどを介して所定の宛先に画像データを送信する。
送信装置１０２は、送信装置制御部１０８による制御に基づいて、ネットワーク１１６を
介してＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）１１８に接続する。そして、送
信装置１０２は、ネットワーク１１６を介してメールサーバ１２０に画像データを送信す
る。また、送信装置１０２は、ワイヤレスＩＰによる通信を行ってネットワーク１１６に
接続してもよい。ネットワーク１１６は、例えば、ＰＨＳネットワーク，携帯電話ネット
ワーク，公衆電話ネットワークなどである。
【００２１】
　図２は、図１に示した撮像装置１００と送信装置１０２のハードウェア構成を示す図で
ある。
【００２２】
　撮像装置１００は、レンズ１２２と、受光素子１２４と、画像処理回路１２６と、ディ
スプレイ部１２８と、プロセッサ１３０と、不揮発性メモリ１３２と、ＲＡＭ１３４と、
ＲＯＭ１３６と、メモリカード１３８を挿入するソケット１４０と、操作部１４２と、コ
ネクタ１４４と、を備える。
【００２３】
　送信装置１０２は、コネクタ１４６と、プロセッサ１４８と、ワイヤレス通信カード１
５０を挿入するソケット１５２と、不揮発性メモリ１５４と、ＲＡＭ１５６と、ＲＯＭ１
５８を備える。
【００２４】
　レンズ１２２は、撮像対象からの光を集光し、受光素子１２４に導く。受光素子１２４
は、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）等の素子を有し、画像を取
り込む。画像処理回路１２６は、受光素子１２４からの信号に基づいて画像データを生成
する。画像処理回路１２６は、例えば、ＪＰＥＧ圧縮伸長回路などの画像圧縮伸長回路を
有し、画像の圧縮／伸長を行う。
【００２５】
　ディスプレイ部１２８は、液晶モニタなどの表示装置を有し、プロセッサ１３０からの
制御に応じた表示を行う。
【００２６】
　プロセッサ１３０は、撮像装置１００各部および送信装置１０２を制御する。ソケット
１４０には、メモリカード１３８が挿入される。ソケット１４０によって、メモリカード
１３８が撮像装置１００に接続される。メモリカード１３８の種類は特に限定されない。
メモリカード１３８は、例えば、ＳＤメモリカード，ＭＭＣメモリカードなどである。
【００２７】
　操作部１４２は、ユーザからの操作を受ける。操作部１４２は、十字キー、ボタン、ス
イッチなどを有する。
【００２８】
　コネクタ１４４は、送信装置１０２のコネクタ１４６と接続する。コネクタ１４４，１
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４６によって、撮像装置１００および送信装置１０２が通信可能に接続される。コネクタ
１４４の種類やピン数は特に限定されない。コネクタ１４４は、送信装置１０２が接続さ
れているか否かを判定するためのピンを有していてもよい。このピンは、例えば、送信装
置１０２が接続されていない場合は、ハイレベルとなり、送信装置１０２が接続された場
合は、ローレベルとなる。
【００２９】
　不揮発性メモリ１３２は各種データを記憶する。ＲＯＭ１３６はプロセッサ１３０のプ
ログラム等を記録する。ＲＡＭ１３４はプロセッサ１３０の作業領域などとして用いられ
る。
【００３０】
　プロセッサ１４８は、撮像装置１００からの命令を受け、送信装置１０２の各部を制御
する。プロセッサ１３０とプロセッサ１４８を同一種類のものとしてもよい。
【００３１】
　不揮発性メモリ１５４は、送信装置用設定ファイル、送信装置用プログラム、送信履歴
、地名情報、宛先情報などを記憶する。ＲＡＭ１５６はプロセッサ１４８の作業領域など
として用いられる。ＲＯＭ１５８はプロセッサ１４２のプログラム等を記録する。ソケッ
ト１５２には、ワイヤレス通信カード１５０が挿入される。ソケット１５２によって、ワ
イヤレス通信カード１５０が送信装置１０２に接続される。ワイヤレス通信カード１５０
の種類は特に限定されない。ワイヤレス通信カード１５０は、例えば、ＰＨＳカードやワ
イヤレスＬＡＮカードであってもよい。また、不揮発性メモリ１５４に記憶されたプログ
ラムやデータを更新する場合には、ソケット１５２に、メモリカード１３８と同様のメモ
リカードを挿入し、そのメモリカードからプログラムやデータをインストールしてもよい
。
【００３２】
　なお、レンズ１２２、受光素子１２４、画像処理回路１２６、プロセッサ１３０および
メモリカード１３８は、図１の撮像部１０２に対応する。また、プロセッサ１３０は、図
１の送信装置制御部１０８を具現化する。また、コネクタ１４４は、図１の接続部１１０
に対応する。また、プロセッサ１３０は、図１の表示制御部１１２を具現化する。また、
ディスプレイ部１２８は、図１の表示部１１４に対応する。また、操作部１４２は、図１
の入力受付部１０４に対応する。
【００３３】
　以上の構成において、実施の形態１の動作について説明する。
【００３４】
　図３は、実施の形態１に係る撮像装置１００の動作手順を示すフローチャートである。
この動作では、まず、S１００で、ユーザーからの操作に応じて、メニュー表示が選択さ
れたか否かを判断する。メニュー表示が選択された場合はS１０２へ進む。メニュー表示
が選択されていない場合はS１００へ戻る。
【００３５】
　次に、S１０２で、表示制御部１１２が、撮像装置１００に送信装置１０２が接続され
ているか否かを判定する。表示制御部１１２は、例えば、接続部１１０の所定のピンがハ
イレベルであるかローレベルであるかに基づいて、撮像装置１００に送信装置１０２が接
続されているか否かを判定し、接続されていない場合には、S１０４に進み、接続されて
いる場合には、S１０６に進む。
【００３６】
　そして、S１０４において、表示制御部１１２は第１メニュー画面を表示部１１４に表
示するように制御する。図４は、第１メニュー画面の一例を示す図である。第１メニュー
画面は、画像データの処理および／または撮像に関する項目１６０を有する。項目１６０
としては、例えば、メモリカード１３８に記憶された画像のトリミング処理を行う「トリ
ミング」や、メモリカード１３８をフォーマットする「フォーマット」や、メモリカード
１３８に記憶された画像のうちでメール送信する画像を選択する「メール画像」などがあ
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る。
【００３７】
　一方、S１０６において、表示制御部１１２は、第２メニュー画面を表示部１１４に表
示するように制御する。
【００３８】
　図５は、第２メニュー画面の一例を示す図である。第２メニュー画面の項目は、送信装
置１０２の制御に関する項目１６２を第１メニュー画面の項目１６０に加えたものである
。項目１６２は、例えば、項目１６０の最後に付加される。第２メニュー画面は、ユーザ
の操作によってメニュー表示が選択され、かつ、撮像装置１００に送信装置１０２が接続
されている場合に表示される。すなわち、ユーザの操作によってメニュー表示が選択され
、かつ、撮像装置１００に送信装置１０２が接続されている場合のみ、送信装置１０２に
関係する項目１６２が表示されて選択可能となる。
【００３９】
　第１メニュー画面や第２メニュー画面では、図６に示すように、選択されている項目の
サブメニュー１６４を表示してもよい。項目１６２が選択されている場合のサブメニュー
１６４は、例えば、画像の送信を命じる「送信」や、送信履歴を表示する「送信履歴」や
、送信装置１０２に関する設定を変更する「設定変更」などの項目を有する。あるいは、
項目１６０，１６２のうちの何れかの項目が選択され、決定された場合に、項目１６０，
１６２の表示を消去してサブメニュー１６４を表示するようにしてもよい。送信履歴は、
例えば、メールの宛先、送信した画像、送信日時などの情報を含む。「設定変更」では、
送信装置１０２の設定ファイルの更新や、送信装置１０２のプログラムの更新や、地名デ
ータの更新などを行う。
【００４０】
　つぎに、撮像データの送信手順を説明する。
【００４１】
　サブメニュー１６４で「送信」が選択されて決定された場合、図７に示すように、撮像
装置１００のプロセッサ１３０は、送信装置１０２を初期化し、ディスプレイ部１２８で
初期化中であることを示す表示を行う。次に、送信装置１０２のプロセッサ１４８は通信
のための電波状態または電界強度を検出し、撮像装置１００のプロセッサ１３０は、送信
装置１０２からの検出情報に応じて電波状態または電界強度を示す画像を、図８に示すよ
うにディスプレイ部１２８に表示するとともに、メール送信を続けるか否かをユーザに尋
ねる。これにより、ユーザは、電波状態または電界強度に応じてメール送信を続けるか否
かを判断することができる。
【００４２】
　プロセッサ１３０は、送信装置１０２からの検出情報に基づいて電波状態を判定し、電
波状態が悪く、メール送信が成功する可能性が低い場合にのみ、メール送信を続けるか否
かをユーザに尋ねるようにしてもよい。
【００４３】
　メール送信を続ける場合、プロセッサ１３０は、図９に示すように、画像データを送信
する宛先のアドレス選択用の画面をディスプレイ部１２８に表示する。宛先のアドレスは
、送信装置１０２または撮像装置１００に予め設定されているもの（Ｄｅｆａｕｌｔ）の
他、メモリカード１３８により追加設定することができる。宛先のアドレスは、送信装置
１０２の不揮発性メモリ１５４に記憶してもよいし、撮像装置１００の不揮発性メモリ１
３２に記憶してもよい。
【００４４】
　送信装置制御部１０８によって、宛先のアドレスが決定されると、図１０に示すように
、プロセッサ１３０は、送信する画像の枚数やデータ量を示すとともに、メール送信を行
うか否かを確認する画面をディスプレイ部１２８に表示する。ユーザが操作部１４２を操
作してメール送信を行うことを決定すると、画像データが送信される。送信装置１０２の
プロセッサ１４８は、送信履歴情報を生成し、不揮発性メモリ１５４に記憶する。あるい
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は、撮像装置１００のプロセッサ１３０が、送信装置１０２から送信履歴情報を取得し、
不揮発性メモリ１３２に記憶してもよい。
【００４５】
　前述した様に実施の形態１によれば、送信装置１０２が接続されている場合にのみ、項
目１６２を含む第２メニュー画面を表示部１１４に表示するため、利便性を向上させるこ
とができる。
【００４６】
　なお、本実施の形態では撮像部１０６で生成した画像データを送信装置で送信すること
を説明したが、送信用の画像として、メモリカード１３８に記憶された画像データに基づ
いて、ＶＧＡ（Ｖｉｄｅｏ　Ｇｒａｐｈｉｃ　Ａｒｒａｙ）画像または６４０×４８０画
素の第２画像データを送信装置制御部１０８で生成し、第２画像データを送信するように
してもよい。さらに、送信装置制御部１０８は、ＱＶＧＡ（Ｑｕａｒｔｅｒ　ＶＧＡ）画
像あるいは３２０×２４０画素の画像データ、１６０×１２０画素の画像データまたはサ
ムネイル画像の画像データを生成し、生成した画像データを送信するようにしてもよい。
【００４７】
　（実施の形態２）
　図１１は、本発明の実施の形態２に係る撮像装置の概略構成を示す図である。なお、実
施の形態１と同じ構成については、図１と同一の符号を付している。実施の形態２の撮像
装置２００は、入力受付部１０４と、撮像部１０６と、送信装置制御部１０８と、接続部
１１０と、表示制御部２０２と、表示部１１４と、を備える。表示制御部２０２は、実施
の形態１の表示制御部１１２と同様の構成を有し、同様の動作を行う。表示制御部２０２
は、さらに、接続部１１０に送信装置１０２が接続された場合に表示部１１４の表示を切
り替える表示切替部２０４を備える。
【００４８】
　表示切替部２０４は、接続部１１０に送信装置１０２が接続された場合、入力受付部１
０４が受け付けた操作命令によってメニュー表示が選択されなくても、第１メニュー画面
や撮像用の画面や電源セーブのための無表示画面から第２メニュー画面に切り替える。あ
るいは、表示切替部２０２は、入力受付部１０４が受け付けた操作命令によってメニュー
表示が選択されなくても、接続部１１０に送信装置１０２が接続された場合、第１メニュ
ー画面や撮像用の画面や電源セーブのための無表示画面から、送信装置１０２を制御する
ための画面の表示に切り替えてもよい。送信装置１０２を制御するための画面とは、例え
ば、図６に示した送信装置１０２制御用のサブメニュー１６４である。
【００４９】
　以上の構成において、実施の形態２の動作について説明する。
【００５０】
　図１２は、本発明の実施の形態２に係る撮像装置の動作手順を示すフローチャートであ
る。
【００５１】
　まず、S２００で、表示制御部２０２が、撮像装置２００に送信装置１０２が接続され
たか否かを判定する。表示制御部２０２は、例えば、接続部１１０の所定のピンがハイレ
ベルであるかローレベルであるかに基づいて、撮像装置２００に送信装置１０２が接続さ
れているか否かを判定する。
【００５２】
　そして、撮像装置２００に送信装置１０２が接続されている場合は、S２０２に進み、
表示制御部２０２は第２メニュー画面を表示部１１４に表示する。一方、撮像装置２００
に送信装置１０２が接続されていない場合は、S２００に戻る。
 
【００５３】
　前述した様に実施の形態２によれば、送信装置１０２が接続されると、入力受付部１０
２が受け付けたユーザからの操作命令によってメニュー表示が選択されなくても、項目１
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６２を含む第２メニュー画面を表示部１１４に表示するため、さらに、利便性を向上させ
ることができる。
【００５４】
　（実施の形態３）
　図１３は、本発明の実施の形態３に係る撮像装置の概略構成を示す図である。なお、実
施の形態２と同じ構成については、図２と同一の符号を付している。実施の形態３の撮像
装置３００は、入力受付部１０４と、撮像部１０６と、送信装置制御部１０８と、接続部
１１０と、表示制御部３０２と、表示部１１４と、を備える。表示制御部３０２は、実施
の形態２の表示制御部２０２と同様の構成を有し、同様の動作を行う。表示制御部３０２
は、さらに、撮像装置３００に送信装置１０２が接続され、第２メニュー画面を表示する
場合に、送信装置１０２の制御に関する項目１６２上に項目選択用のカーソルまたはポイ
ンタを配置するカーソル制御部３０４とを備える。
【００５５】
　たとえば、図１４で示すように、カーソル制御部３０４は、画像データの送信を命じる
「メール送信」の位置にカーソル３０６を配置するように、表示部１１４を制御する。ま
た、カーソルの代わりにポインタを配置するようにしてもよい。
【００５６】
　以上の構成において、実施の形態３の動作を、図１５を用いて説明する。
【００５７】
　まず、S３００において、表示制御部３０２が、撮像装置３００に送信装置１０２が接
続されたか否かを判定する。表示制御部３０２は、例えば、接続部１１０の所定のピンが
ハイレベルであるかローレベルであるかに基づいて、撮像装置３００に送信装置１０２が
接続されているか否かを判定する。そして、撮像装置３００に送信装置１０２が接続され
ていると判定した場合は、S３０２に進む。S３０２において、表示制御部３０２は第２メ
ニュー画面を表示部１１４に表示して、S３０４に進む。そして、S３０４において、第２
メニュー画面に表示した、送信装置１０２の制御に関する項目１６２上に項目選択用のカ
ーソル３０６を配置する。
【００５８】
　撮像装置３００に送信装置１０２が接続されると、ユーザは、メール送信を行いたいと
考えている可能性が高いと考えられる。そのため、たとえば、図１５に示すように、カー
ソル制御部３０４は、画像データの送信を命じる「メール送信」の位置にカーソル３０６
を配置するように、表示部１１４を制御してもよい。
【００５９】
　一方、S３００において、撮像装置３００に送信装置１０２が接続されていない場合は
、S３００に戻る。
【００６０】
　実施の形態３によれば、送信装置１０２が接続されると、入力受付部１０４が受け付け
たユーザからの操作命令によってメニュー表示が選択されなくても、項目１６２を含む第
２メニュー画面を表示部１１４に表示するだけでなく、ユーザが使用する可能性の高い項
目に自動的にカーソル３０６を合わせることができる。そのため、さらに、利便性を向上
させることができる。
【００６１】
　本実施の形態３では、撮像装置３００にカーソル制御部３０４を設け、撮像装置３００
に送信装置１０２が接続され、第２メニュー画面を表示する場合に、送信装置１０２の制
御に関する項目１６２上に項目選択用のカーソル３０６を配置することを説明した。しか
し、これに限られず、カーソル制御部３０４の代わりに項目選択制御部を設け、送信装置
１０２が撮像装置３００に接続され、第２メニュー画面を表示する場合に、送信装置１０
２の制御に関する項目１６２が選択された状態にするようにしてもよい。
【００６２】
　この場合、ユーザが使用する可能性の高い項目を自動的に選択した状態にできる。その
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ため、さらに、利便性を向上させることができる。
【００６３】
　また、S３０４を実施の形態１に適用することもできる。すなわち、図３のS１０６のあ
と、カーソル制御部３０４がS３０４を行ってもよい。
【００６４】
　（実施の形態４）
　図１６は、本発明の実施の形態４に係る撮像装置の概略構成を示す図である。なお、実
施の形態１と同じ構成については、図１と同一の符号を付している。実施の形態４の撮像
装置４００は、入力受付部１０４と、撮像部１０６と、送信装置制御部４０２と、接続部
１１０と、表示制御部１１２と、表示部１１４と、を備える。送信装置制御部４０２は、
実施の形態１の送信装置制御部１０８と同様の構成を有し、同様の動作を行う。送信装置
制御部４０２は、さらに、電源制御部４０４を備える。電源制御部４０４は、たとえば、
送信装置１０２に画像データの送信を命じるなど、送信装置１０２を制御するモードに入
った場合に、送信装置１０２の電源をオン状態にする。また、電源制御部４０４は、送信
装置１０２が画像データの送信を終了したなど、送信装置１０２を制御するモードから出
た場合に、送信装置１０２の電源をオフ状態にする。
【００６５】
　以上の構成において、実施の形態４の動作を、図１７を用いて説明する
【００６６】
　まず、S４００において、電源制御部４０４は、送信装置制御部４０２が送信装置１０
２を制御するモードに入ったかどうかを判断する。送信装置制御部４０２が送信装置１０
２を制御するモードに入ったと電源制御部４０４が判断した場合にはS４０２に進む。ま
た、送信装置制御部４０２が送信装置１０２を制御するモードに入っていないと電源制御
部４０４が判断した場合はS４００に戻る。
【００６７】
　次に、S４０２において、送信装置１０２を制御するためには、送信装置１０２に電源
をオン状態にする必要があるので、電源制御部４０４は送信装置１０２の電源をオン状態
にした後、送信装置制御部４０２は送信装置１０２を制御してS４０４に進む。
【００６８】
　次に、S４０４において、送信装置制御部４０２が送信装置１０２を制御するモードか
ら出たと電源制御部４０４が判断した場合にはS４０６に進む。また、送信装置制御部４
０２が送信装置１０２を制御するモードから出ていないと電源制御部４０４が判断した場
合はS４０４に戻る。
【００６９】
　S４０６において、送信装置１０２の制御を終了した場合には、送信装置１０２の電源
をオフ状態にして、無駄な電力を削減したほうがよいので、電源制御部４０４は送信装置
１０２の電源をオフ状態にした後、S４００に戻る。
【００７０】
　本実施の形態では、利便性を向上させることができるだけでなく、送信装置１０２に電
力が必要な際にだけ、電源をオン状態にするので、無駄な電源を削減できる。
（実施の形態５）
　図１８は、本発明の実施の形態５に係る撮像装置の概略構成を示す図である。なお、実
施の形態１と同じ構成については、図１と同一の符号を付している。実施の形態５の撮像
装置５００は、入力受付部１０４と、撮像部１０６と、送信装置制御部１０８と、接続部
１１０と、表示制御部１１２と、表示部１１４と、対応データ生成部５０２を備える。
【００７１】
　対応データ生成部５０２は、ユーザの操作に応じて、撮像部１０６で生成された各画像
データについて送信すべき宛先を示す画像・宛先対応データを生成する。そして、生成し
た画像・宛先対応データを格納する。また、入力受付部１０４で受け付けた操作命令をユ
ーザが確認できるように、対応データ生成部５０２で生成した画像・宛先対応データは、
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表示制御部１１２へ送信し、表示制御部１１２は表示部１１４で画像・宛先対応データを
表示するように制御する。さらに、対応データ生成部５０２で生成した画像・宛先対応デ
ータは、送信装置制御部１０８へ送信し、送信装置１０２が画像・宛先対応データに基づ
いて、宛先が同一である画像データを一括して送信するように送信装置制御部１０８を制
御する。
【００７２】
　画像・宛先対応データの一例を図１９に示す。図１９で示した画像・宛先対応データで
は、特定のメールサーバなど初期設定で定められている宛先へ、画像データP００１と画
像データP００３を一括して送信するように、送信装置制御部１０８は送信装置１０２を
制御する。また、宛先ヤマダへ画像データP００２と画像データP００３を一括して送信す
るように送信装置制御部１０８は送信装置１０２を制御する。また、宛先ABC Corp.へ画
像データP００２と画像データP００３を一括して送信するように送信装置制御部１０８は
送信装置１０２を制御する。
【００７３】
　本実施の形態５では、宛先毎に送信する画像データを一括して送信することができる。
（実施の形態６）
　実施の形態１から実施の形態５で示す、送信装置制御部１０８，４０２および表示制御
部１１２，２０２，３０２は、ＲＯＭやＲＡＭ等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体
に格納されたプログラムをプロセッサが読み取り、そのプロセッサがプログラムを実行す
ることによって、その機能の全部または一部を具現化してもよい。また、送信装置制御部
１０８，４０２および表示制御部１１２，２０２，３０２は、その一部または全部をハー
ドウェアによって構成してもよい。
【００７４】
　また、実施の形態１～５では、撮像装置１００，２００，３００，４００，５００が使
用する記憶手段としてメモリカードを例に挙げたが、撮像装置１００，２００，３００，
４００，５００が使用する記憶手段の種類は、特に限定されない。撮像装置１００，２０
０，３００，４００，５００は、半導体メモリを内蔵してもよいし、ハードディスクを内
蔵してもよい。また、光ディスク用のドライブを内蔵してもよい。また、実施の形態１～
５では、送信装置１０２にワイヤレス通信カード１５０が接続される例を示したが、撮像
装置１００，２００，３００，４００，５００にソケットを設け、ワイヤレス通信カード
を送信装置として、直接、撮像装置１００，２００，３００，４００，５００に接続する
ようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明にかかる撮像装置は、外部の機器に画像データを送信できるものであれば、デジ
タルカメラ、携帯電話機、ＰＨＳ端末、カーナビゲーション端末、ＰＤＡ端末等に適用で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の実施の形態１に係る撮像装置の概略構成を示す図
【図２】図１に示した撮像装置のハードウェア構成を示す図
【図３】実施の形態１に係る撮像装置の動作手順を示すフローチャート
【図４】実施の形態１に係る第１メニュー画面を示す図
【図５】実施の形態１に係る第２メニュー画面を示す図
【図６】実施の形態１に係る第２メニュー画面で「メール送信」が選択された場合の画面
を示す図
【図７】実施の形態１に係る送信装置初期化中の画面を示す図
【図８】実施の形態１に係る電界強度確認用の画面を示す図
【図９】実施の形態１に係るメールアドレス選択画面を示す図
【図１０】実施の形態１に係るメール送信確認用の画面を示す図
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【図１１】本発明の実施の形態２に係る撮像装置の概略構成を示す図
【図１２】実施の形態２に係る撮像装置の動作手順を示すフローチャート
【図１３】本発明の実施の形態３に係る撮像装置の概略構成を示す図
【図１４】実施の形態３に係る第２メニュー画面を示す図
【図１５】実施の形態３に係る撮像装置の動作手順を示すフローチャート
【図１６】本発明の実施の形態４に係る撮像装置の概略構成を示す図
【図１７】実施の形態４に係る撮像装置の動作手順を示すフローチャート
【図１８】本発明の実施の形態５に係る撮像装置の概略構成を示す図
【図１９】実施の形態５に係る画像・宛先対応データを示す図
【符号の説明】
【００７７】
　１００，２００，３００，４００，５００　　撮像装置
　１０２　　送信装置
　１０４　　入力受付部
　１０６　　撮像部
　１０８，４０２　　送信装置制御部
　１１０　　接続部
　１１２，２０２，３０２　　表示制御部
　１１４　　表示部
　１１６　　ネットワーク
　１１８　　ＩＳＰ
　１２０　　メールサーバ
　１２２　　レンズ
　１２４　　受光素子
　１２６　　画像処理回路
　１２８　　ディスプレイ部
　１３０，１４８　　プロセッサ
　１３８　　メモリカード
　１４０，１５２　　ソケット
　１４２　　操作部
　１４４，１４６　　コネクタ
　１５０　　ワイヤレス通信カード
　１６０，１６２　　メニュー項目
　１６４　　サブメニュー
　２０４　　表示切替部
　３０４　　カーソル制御部
　３０６　　カーソル
　４０４　　電源制御部
　５０２　　対応データ生成部
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